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Ⅰ 南相馬市の概要 

 

 

 

 

 

 (1) 沿  革 

   南相馬市（平成18年１月１日合併：小高町、鹿島町、原町市）は、緑深い阿武隈の山すそにひ

ろがる豊かな平野、その果てに連なる太平洋のなぎさ、海洋性の気象にはぐくまれた豊かな自然

環境のまちです。 

   この豊かな自然は、市内に現存する延喜式内名神五社の縁起に見られるように、古くから当地

方開発の大きな要因をなしてきました。 

   歴史的には、元亨３年（西暦1323年）に相馬重胤が下総の国（千葉県流山市付近）から下向し

て、南相馬市原町区太田地区に館を築いたのが始まりとされています。藩政時代は、宿場町とし

て栄えました。 

   旧小高町については、明治22年の町村制実施の際に小高村となり、明治31年に町政を施行し

て小高町に改称され、昭和29年に小高町、福浦村、金房村が合併し、小高町が誕生しました。 

   また、旧鹿島町については、明治22年の町村制実施の際に鹿島村となり、明治31年に町政を

施行して鹿島町に改称され、昭和29年に鹿島町、真野村、八沢村、上真野村が合併し、鹿島町が

誕生しました。 

   旧原町市については、明治22年の町村制実施の際に原町村となり、明治30年に町政を施行し

て原町に改称され、昭和29年に原町、太田村、大甕村、高平村が合併して原町市が誕生し、さら

に昭和31年には石神村が合併しました。 

＜南相馬市章＞ 
・平成18年１月１日制定 

・緑と青の２色は山・川・海の豊かな自然を象徴。連携する３つの

円は合併３市町の絆であり、調和・協調・交流を表わし、オレン

ジの円に一人一人の輝きと市民の活力の意味を込めて、ゆとりあ

る未来を創造する「南相馬市」の発展の姿を、安定感あるフォル

ムで表現しています。 

＜市の花・市の木・市の鳥・市の魚・市の昆虫＞ 

・平成19年６月21日制定 

・（花）さくら・（木）けやき・（鳥）ひばり 

・（魚）さけ・（昆虫）ほたる 

 

＜位置・面積＞ 

  福島県太平洋沿岸北部にあり、東京 

 から292㎞、いわき市と仙台市のほぼ 

中間に位置しています。 

  東経  140度57分38秒 

  北緯   37度38分21秒 

  面積   398.50ｋ㎡ 
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   平成18年１月１日に小高町、鹿島町及び原町市が合併し南相馬市が誕生しました。 

   また、毎年７月下旬には一千有余年の歴史と伝統を誇る相馬野馬追が本市を中心として開催さ

れます。 

 
(2) 人口と世帯 
 

◆人口の推移◆

区分

年次 原町区 小高区 鹿島区 合計

49,658 13,947 13,144 76,749

16,098 3,593 3,500 23,191

49,462 13,910 13,025 76,397

16,384 3,599 3,509 23,492

48,750 13,756 12,740 75,246

15,695 3,634 3,318 22,647

48,555 13,621 12,633 74,809

15,834 3,642 3,316 22,792

48,440 13,613 12,470 74,523

15,963 3,698 3,324 22,985

48,282 13,578 12,419 74,279

16,060 3,736 3,392 23,188

48,069 13,485 12,299 73,853

16,120 3,810 3,380 23,310

47,456 13,274 12,107 72,837

15,981 3,680 3,342 23,003

- - - 72,364

- - - 23,614

- - - 71,816

- - - 23,214

- - - 71,296

- - - 23,340

- - - 70,971

- - - 23,426

- - - 70,878

- - - 23,640

- - - 66,542

- - - 22,799

- - - 65,102

- - - 22,577

※１　出典：平成９年～平成24年・・・福島県現住人口調査年報（毎年10月１日現在）

※２　南相馬市の面積：398.50km
2

平成23年 2.9 167

平成21年 3.0 178

平成22年 3.0 178

１世帯当り
の人口

上段：　人口（人）

下段：　世帯数

平成10年

平成11年

平成12年

平成13年

3.3

人口密度

（人/㎞2）

3.2

193

3.3 192

189

188

187

3.3

3.3

3.2 186

182

平成19年

平成15年

3.2 185

3.1

平成17年 3.2

平成16年

180

平成24年 2.9 163

平成14年

183

平成20年 3.1 179

平成18年 3.1
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(3)製造業の事業所数と従業員数の推移 

（毎年12月31日現在）

年次
事業所数
（単位：数）

従業員数
（単位：人）

平成10年 316 8,491

平成11年 319 8,242

平成12年 323 8,063

平成13年 285 7,299

平成14年 261 6,925

平成15年 263 6,540

平成16年 246 6,397

平成17年 248 6,047

平成18年 239 6,017

平成19年 238 6,116

平成20年 242 6,020

平成21年 213 5,463

平成22年 202 5,471

平成23年 127 3,543
（経済産業省：工業統計調査）  

 

 (4) 地目別土地利用状況 

  

（平成25年１月１日現在）

面積 構成比

地目 （％）

68.1775 17.1

27.4917 6.9

20.5346 5.2

0.1607 0.04

169.8047 42.6

6.6355 1.7

10.3263 2.6

95.3690 23.9

398.5000 100.0

（税務課：固定資産概要調書）

南相馬市

（km2)

田

畑

宅地

池沼

計

山林

原野

雑種地

その他
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 (5) 気象の状況  

   当地域は、太平洋岸気候域の三陸地方気候区に属します。夏季は涼しく東北東の風が吹き日照

時間が少なく、冬季は比較的暖かく北北西季節風が多く、乾燥した晴天が続き、降雪量が少ない

地域です。全体的に見ると四季を通じて晴天が多く、４～７月にかけて親潮の影響によるヤマセ

が吹く年があります。 

 

◆平成24年度風向頻度（年平均）◆ 

 
 

◆平成24年度 月平均気象状況表◆ 

月 気温℃ 最高℃ 最低℃ 相対湿度％ 風速m/s

4 10.5 21.0 -0.7 65.9 2.0

5 15.9 24.3 7.5 72.6 1.7

6 18.2 27.1 11.4 76.1 1.5

7 23.4 35.1 16.6 79.5 1.3

8 26.9 35.4 19.2 74.7 1.3

9 24.4 33.0 15.1 77.3 1.6

10 16.5 30.0 8.0 69.5 1.5

11 10.2 19.4 0.0 63.3 1.8

12 4.2 13.8 -5.2 62.3 2.0

1 1.7 11.4 -5.3 61.2 2.1

2 2.2 18.5 -5.7 55.1 2.4

3 7.5 23.1 -3.3 52.8 2.4

年平均 13.5 24.3 4.8 67.5 1.8

（測定場所：原町区仲町児童センター）
※県測定。  

（測定場所：原町区仲町児童センター） ※県測定 
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Ⅱ 環境の現況 

Ⅱ-1 大気環境 

 

1.大気汚染と環境基準 

  大気汚染の原因となる物質として、工場・事業所から排出される、硫黄酸化物、窒素酸化物、ば

いじんや、自動車等の移動発生源から排出される一酸化炭素、炭化水素などがあります。硫黄酸化

物、窒素酸化物は酸性雨の原因となり、大気中の炭化水素などが太陽の紫外線によって化学反応を

起こし光化学オキシダントが生成されます。また、近年中国大陸における甚大な大気汚染の発生に

伴い、ＰＭ2.5に対する社会的関心も高まっています。 

 大気汚染物質は、濃度によって人の健康などに悪影響を及ぼすことがあります。そこで、人の健

康を保護し生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、環境基本法に基づき、環

境基準が定められています。 

   ※環境基準については、資料-2を参照ください。 

 

2.大気汚染の現状 

 本市には、大気質の濃度を把握するため、①原町区仲町（仲町児童センター）、②小高区東町（東

町児童公園）の計２地点に観測局が設置されています。（①・②は県設置観測局） 

  

 

(1) 測定地点及び測定項目 
  測定地点及び地点別測定項目は、下表、下図のとおりです。 

 

◆観測地点及び観測項目

① 仲町児童センター（県） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

② 東町児童公園（県） Ｃ Ｄ

観測地点名 観測項目

 

◆表記内容

観測項目 観測方法 記号

二酸化硫黄 紫外線蛍光法（乾式） Ａ

窒素酸化物 化学発光法（乾式） Ｂ

浮遊粒子状物質 β線吸収法 Ｃ

光化学オキシダント 吸光光度法（湿式） Ｄ  
 

 

 

１

２

 
◆観測地点◆ 
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(2) 測定結果 
平成24年度の大気汚染物質測定濃度結果は下表のとおりです。 

◆平成24年度大気汚染物質測定濃度◆ 

原町区 小高区

①仲町児童
　 センター

②東町児童
　 公園

0.001

0.002

0.013

長期的評価 ○

短期的評価 ○

0.004

0.010

0.031

○

0.010 -

0.030 -

0.058 -

長期的評価 ○ -

短期的評価 ○ -

0.035 0.041

0.077 0.077

× ×

光化学オキシダント
（ppm）

昼間の１時間値の年平均値

浮遊粒子状物質

（mg/m
3
）

年平均値

年平均値

日平均値の年間98％値

１時間値の最高値

環境基準の評価

環境基準の評価

昼間の１時間値の最高値

環境基準の評価

測定地点

１時間値の最高値

二酸化硫黄
（ppm）

年平均値

日平均値の２％除外値

１時間値の最高値

環境基準の評価

日平均値の２％除外値

区　　　　　分

二酸化窒素
（ppm）

 
※ ①②は県測定。 

※ 斜線は測定装置が未設置。小高区の浮遊粒子状物質は欠測。 

① 二酸化硫黄 

二酸化硫黄の年平均値は 0.001ppm、日平均値の２％除外値は 0.002ppmの範囲にあり、環境

基準の評価に照らしてみると、長期的評価、短期的評価ともに、観測地点で達成しています。 

② 窒素酸化物 

二酸化窒素の年平均値は0.004ppm、日平均値の年間98％値は0.010ppmの範囲にあり、環境

基準の評価に照らしてみると、観測地点で達成しています。 

③ 浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の年平均値は0.010mg/m3、１時間値の最高値は0.058mg/m3であり、環境基準

の評価に照らしてみると、長期的評価、短期的評価ともに、観測地点で達成しています。 

④ 光化学オキシダント 

光化学オキシダントの昼間（５時～20時）の１時間値の年平均値は 0.035ppm、１時間値が

0.06ppmを越えた時間数は122時間（31日）であり、環境基準に照らしてみると、観測地点で

未達成でした。 

しかし、光化学スモッグ注意報（0.12ppm以上になり、かつ、この状態が継続すると認めら

れる時に発令）の発令はありませんでした。 
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(3) 測定結果の経年変化 
平成15年度～24年度の大気汚染物質測定濃度結果の経年変化は下記グラフのとおりです。 

   いずれの観測地点でも各項目とも基準値内で推移しており、良好な状態が継続しています。 
 

◆大気汚染物質濃度の推移◆ 

 

※①県測定。 

 
    ※①・②県測定。②については、平成21年度より測定廃止。 
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   ※①・②県測定。②の平成23・24年度については、東日本大震災による計器故障のため、欠測。 

 

 
       ※ ①・②県測定。②の平成23年度については、東日本大震災のため欠測。 
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Ⅱ-2 水質汚濁 
 

1.水質汚濁と環境基準 

水質汚濁の主な原因物質は、有機物などの栄養塩類、重金属や揮発性有機化合物（ＶＯＣ）など

の物質です。一般的には、工場や事業所などの産業排水、家庭から排出される生活排水などとされ

ていますが、現在の水質汚濁原因の５割近くは生活排水によるものとされています。 

水質汚濁に係る環境基準は、「人の健康の保護に関する基準（以下、「健康項目」という。）」と「生

活環境に関する基準（以下「生活環境項目」という。）」に分けられます。健康項目は、全水域一律

の基準で、生活環境項目は、河川・湖沼・海域に分け、利用目的に応じて類型別に基準を定めてい

ます。 

※環境基準については、資料-2を参照ください。 

 

2.水質汚濁の現状 

  市では、公共用水域の水質汚濁の状況を把握するため、市内を流れる真野川水系、新田川水系、

太田川水系、小高川水系及び宮田川水系の二級河川について、42地点を選定し、年２回水質の測定

を実施しています。 

また、県では、真野川、新田川及び小高川の各２地点を年12回、太田川については１地点を年４

回、水質の測定を実施しています。 

本市の主要な水質汚濁物質の発生源としては、製紙業、化学工業、食料品製造業などがあげられ

ますが、これらの発生源では排水処理施設を設置し、排水基準に適合する排水を行っています。 

市では、水質汚濁物質の発生源について、排水を測定監視し、適切な行政指導を行うことにより

公共用水域の水質保全に努めています。 
 

(1) 河川水の水質測定 
①調査地点等 

測定項目及び調査地点は、次のとおりです。 

 

   

◆測定項目

単位

水素イオン濃度 （ｐH） -

溶存酸素量 （DO） mg/L

生物化学的酸素要求量 （BOD） mg/L

浮遊物質量 （SS） mg/L

大腸菌群数 MPN/100mL

測定項目
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◆調査地点 

№ 地区 河川 類型 調査地点 備考

1鹿島区 1真野川 真野川 Ａ 御山橋

2鹿島区 2真野川 大日川 - 小沢橋

3鹿島区 3真野川 上真野川 - 牛河内橋

4鹿島区 4真野川 真野川 Ａ 落合橋 県調査地点

5鹿島区 5真野川 潤谷川 - 関根橋

6鹿島区 6真野川 真野川 Ａ 真島橋 県調査地点

7原町区 1新田川 北川 - 清水橋

8原町区 2新田川 新田川 Ａ 栢ノ木橋

9原町区 3新田川 新田川 Ａ 木戸内橋 県調査地点

10原町区 4新田川 境堀川 - 上江川橋

11原町区 5新田川 新田川 Ａ 新田橋

12原町区 6新田川 笹部川 - 主要地方道原町二本松線下

13原町区 7新田川 大木戸川 - 牛越橋

14原町区 8新田川 大木戸川 - 道場橋

15原町区 9新田川 水無川 - 水道橋

16原町区 10新田川 水無川 - 新小川橋

17原町区 11新田川 新田川 Ａ 須賀内橋

18原町区 12新田川 武須川 - 前川原橋

19原町区 13新田川 新田川 Ａ 鮭川橋 県調査地点

20原町区 1太田川 太田川 - 矢川原橋

21原町区 2太田川 太田川 - 川畑橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

22原町区 3太田川 牛川 - 雁唐橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

23原町区 5太田川 太田川 - 丸山橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

24原町区 4太田川 鶴江川 - 野馬橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

25小高区 1小高川 川房川 - 根岸橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

26小高区 2小高川 小高川 Ａ 西田橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

27小高区 3小高川 小高川 Ａ 吉名橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

28小高区 4小高川 北鳩原川 - 道下橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

29小高区 5小高川 前川 - 竹ノ内橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

30小高区 6小高川 前川 - 搦手橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

31小高区 7小高川 飯崎川 - 仲沖橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

32小高区 8小高川 前川 - 琵琶第２橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

33小高区 9小高川 小高川 Ａ 琵琶橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

34小高区 10小高川 小高川 Ａ 善丁橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

35小高区 11小高川 泉沢川 - 福岡橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

36小高区 12小高川 新川 - 西田橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

37小高区 13小高川 新川 - 越戸畑橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

38小高区 14小高川 小高川 Ａ ハツカラ橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

39小高区 1宮田川 岩落川 - 八龍崎橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

40小高区 2宮田川 宮田川 - 行津橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

41小高区 3宮田川 宮田川 - 宮田川橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

42小高区 4宮田川 宮田川 - 羽和形橋 避難指示解除準備区域のため調査見送り

水系
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◆調査地点位置図 
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②平成24年度測定結果 

   市が測定した河川水のうち、各水系の代表地点の水質測定の結果は下表のとおりです。 

◆ 平成24年度 河川水質測定結果 ◆ 

mmmm 類型 pH
DO

（mg/L）
BOD
（mg/L）

SS
（mg/L）

大腸菌群数
（MPN/100mL）

4 真野川（落合橋） Ａ 7.0 10.9 0.7 1.0 230

6 真野川（真島橋） Ａ 7.7 9.7 0.9 8.0 155

9 新田川（木戸内橋） Ａ 7.6 12.4 0.5 0.8 315

19新田川（鮭川橋） Ａ 7.1 11.7 0.6 1.1 795

20太田川（矢川原橋） － 7.7 12.3 0.5 0.2 480

23太田川（丸山橋） － - - - - -

34小高川（善丁橋） Ａ - - - - -

38小高川（ハツカラ橋） Ａ - - - - -

40宮田川（行津橋） － - - - - -

42宮田川（羽和形橋） － - - - - -

Ａ
6.5以上
8.5以下

7.5mg/L
以上

2mg/L
以下

25mg/L
以下

1,000MPN/
100ｍL以下

Ｂ
6.5以上
8.5以下

5mg/L
以上

3mg/L
以下

25mg/L
以下

5,000MPN/
100ｍL以下

※年平均値 （市測定）

測定項目

環境基準

調
査
地
点

 
平成24年度は、水質類型が指定されている４地点で、すべて環境基準以下となっています。（太

田川の丸山橋、小高川及び宮田川については、避難指示解除準備区域のため調査を見送りました。） 

大腸菌群数が高い原因としては、畜産農業に伴う排水及び一般家庭からの雑排水による影響が大

きいと考え、市では、公共下水道の整備の推進と合併処理浄化槽の設置を促進しています。 

  今後これらの排水について、監視の強化を図るとともに、総合的な水質保全対策の推進が必要で 

あると考えています。 

 

③測定結果の経年変化 

 県が測定した結果のうち、河川水の汚濁状況を示す代表的な測定項目であるBODの75％値（例：

12回測定した場合、数値の低い方から数えて９番目の値）は下表のとおりです。 

 平成15年度以降、環境基準値以下で推移しています。 

 ※太田川、小高川については、原発事故による避難区域のため平成23年度より欠測。 

◆河川水水質測定結果（BOD・75％値）年度別データ◆ （単位：ｍｇ/L）

河川名 調査地点 類型 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

落合橋 A 1.1 1.3 1.3 1.0 1.3 1.4 1.3 1.0 1.0 1.0

真島橋 A※ 0.9 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 0.8 1.2

木戸内橋 A 1.3 0.9 1.2 0.9 1.3 1.0 1.3 1.2 0.8 0.6

鮭川橋 A※ 1.4 1.2 1.6 1.3 1.9 1.4 1.4 1.4 1.1 0.8

太田川 丸山橋 - 0.8 1.0 1.4 1.1 1.7 0.9 1.0 0.6 - -

善丁橋 A 1.3 1.3 1.2 1.4 1.7 1.5 1.5 1.3 - -

ハツカラ橋 A※ 1.3 1.4 1.3 1.5 1.7 1.8 1.7 1.5 - -

類型は平成24年4月1日現在

※新田川（鮭川橋）は平成19年10月5日、真野川（真島橋）及び小高川（ハツカラ橋）は 平成20年2月26日にＢ類型からＡ類型に変更。

新田川

真野川

小高川

 
   

 
 

出典：福島県水質年報 
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※太田川は原発事故による避難区域のため、平成23年度より欠測。 

(2) 事業場排出水の水質測定 
  市内の水質汚濁防止法に規定する規制対象事業場で、１日の排出水量が30m3を超える特定事

業場のうち、６事業場について立入調査をするとともに、水質の監視を行いました。 

   ①測定項目 

    測定項目は、pＨ、BOD、SS、銅等で、対象事業場の事業内容に応じて測定項目を選択してい

ます。対象事業場には、測定結果を通知して排水処理施設の適切な管理を依頼しています。 

また、基準を超過していた場合には、県に指導を依頼することにしています。 
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3.生活排水対策について 

 近年、川や海の水を汚す原因は、日常生活に伴う台所、風呂、洗濯、トイレなどの家庭からの排

水が半分以上を占めています。 

旧原町市では、平成２年４月１日に原町市合併浄化槽設置要綱を施行し、雑排水の汚濁量削減指

針を定め、さらに、公共下水道認可区域及び特定環境保全公共下水道認可区域を除く市内全域を合

併処理浄化槽設置区域として、合併処理浄化槽の設置を促進してきました。 

同時に、原町市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を施行し、国の補助金制度を導入し

て10人槽以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して補助金を交付することとしました。

加えて、平成11年度から11人槽以上の事業系合併処理浄化槽も補助対象としてきました。 

また、旧鹿島町では平成５年４月１日から、旧小高町では平成６年４月１日から補助金交付要綱

を施行して合併処理浄化槽の普及に努めてきました。 

平成18年１月１日からは、南相馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を施行し、合併処理浄化

槽の普及に努めています。 

  平成24年度の補助金利用状況は、下表のとおりです。 

◆雑排水の汚濁量削減指針◆ 

実践項目 内容

１．台所からの汚濁量の削減

（1）調理くずや食べ残しは、回収して流さないこと。

（2）食器やなべ等のひどい汚れや油は、紙でふいてから洗うこと。

（3）みそ汁やめん汁等は、残して捨てることのない量をつくること。

（4）使えなくなった油は、流しに流さないこと。

２．洗たくからの汚濁量の削減
（1）洗たくは生物分解性の高い洗剤で、無リンのものを適量使用すること。

（2）洗たくは、糸くずを取る糸くずフィルターをつけること。

３．側溝及び河川への汚濁量の削減
（1）側溝等には、ごみを捨てないこと。

（2）側溝等の清掃をすること。

４．雑排水処理装置の設置による

　　汚濁量の削減

（1）し尿浄化槽が設置されている家庭では、浄化槽排水と雑排水を

　　併せて処理できる処理装置の設置に努めること。

（2）雑排水処理装置から生じる廃棄物は、適正に処理処分すること。
 

◆平成24年度合併処理浄化槽人槽別設置届出数及び補助金利用状況◆ 

平成24年度実績

原町区 鹿島区 小高区 原町区 鹿島区 小高区

5人槽 32 22 8 2 5,478 1,826 498 7,802

6～7人槽 67 53 11 3 19,665 4,140 1,242 25,047

8～10人槽 8 8 0 0 3,562 0 0 3,562

11～20人槽 1 1 0 0 469 0 0 469

21～30人槽 2 1 1 0 736 736 0 1,472

31～50人槽 1 1 0 0 0 0 0 0

51人槽以上 1 0 1 0 1,163 2,326 0 3,489

合計 112 86 21 5 31,073 9,028 1,740 41,841

（下水道課資料）

補助金利用実績数（単位：千円）
　　　　　　項目

人槽区分

合併処理浄化槽

補助金利用者数
基数 補助金額（設置費）

補助金総額
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Ⅱ-3 騒音・振動 

 

1.騒音・振動と環境基準 

騒音は、各種公害の中でも日常生活に最も関係の深い問題であり、その発生源は多種多様にわ

たっています。また騒音は一般に「好ましくない音」と言われるとおり、個人の感覚に大きく左

右されるため、心理的・感覚的な要素が多いことから解決の困難な公害ともいわれています。 

   騒音に関しては、「騒音に係る環境基準」のほか「騒音に係る『道路に面する地域』の環境基準」

等が定められています。 

  ※環境基準については、資料-2を参照ください。 

 

2.騒音・振動の現状 

   平成24年度の騒音振動公害苦情は10件で、前年度より８件増となっています。また、飲食店

営業等に係る深夜営業騒音や拡声器騒音などに対しては、条例による規制がなされていますが、

生活騒音の問題は相隣関係にも深くかかわるものであり、法律や条例により規制することは困難

なことから、その防止のためには市民一人一人の自覚が大切であり、これら市民への働きかけを

行っています。 

 

 (1)幹線道路自動車騒音の測定  

本市では、市内の主要幹線道路における、自動車交通騒音の測定と自動車交通量の調査を実施

しています。 

① 測定地点及び測定項目 

測定地点、幹線道路名、地域区分及び測定項目は下表のとおりです。 

 

測定項目

昼間 夜間 ・自動車交通騒音

① 小高区本町二丁目地内 県道浪江鹿島線 ｂ 75 70 ・自動車交通量

② 小高区大井字深町地内 国道６号 ｃ 75 70 ・自動車平均走行速度

③ 鹿島区鹿島字中町地内 国道６号 ｃ 75 70

④ 鹿島区鹿島字町地内 県道浪江鹿島線 ｂ 75 70

⑤ 原町区仲町二丁目地内 市道原町高倉線 ａ 70 65

⑥ 原町区高見町一丁目地内 県道下渋佐南新田線 ｃ 75 70

⑦ 原町区南町二丁目地内 県道浪江鹿島線 ｃ 75 70

⑧ 原町区桜井町一丁目地内 主要地方道原町川俣線 ｃ 75 70

⑨ 原町区栄町一丁目地内 主要地方道原町海老相馬線 ｃ 75 70

⑩ 原町区日の出町地内 国道６号 ｃ 75 70

測定地点 道路名 地域区分
要請限度（ｄB）

 
     ※地域区分及び要請限度(dB)については、資料-2 交通規制の要請限度を参照ください。 

※昼間：６時～22時、夜間：22時～翌６時 
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② 測定結果 

平成24年度の幹線道路自動車騒音測定結果は下表、１時間値は下記グラフのとおりです。 

「騒音規制法」による１時間値で要請限度を超過している地点が、昼間に１地点、夜間に

１地点ありました。しかし、24時間の等価騒音レベルにおける環境基準を超過している地点

はありませんでした。 

※平成24年度は、避難指示解除準備区域（小高区）の測定を見送りました。 

◆平成24年度　幹線道路自動車騒音測定結果◆

昼間 夜間 昼間 夜間

① 小高区本町二丁目地内 県道浪江鹿島線 ｂ 75 70

② 小高区大井字深町地内 国道６号 ｃ 75 70

③ 鹿島区鹿島字中町地内 国道６号 ｃ 68.9 61.2 75 70

④ 鹿島区鹿島字町地内 県道浪江鹿島線 ｂ 64.4 53.7 75 70

⑤ 原町区仲町二丁目地内 市道原町高倉線 ａ 59.8 48.3 70 65

⑥ 原町区高見町一丁目地内 県道下渋佐南新田線 ｃ 58.5 46.2 75 70

⑦ 原町区南町二丁目地内 県道浪江鹿島線 ｃ 68.4 59.5 75 70

⑧ 原町区桜井町一丁目地内 主要地方道原町川俣線 ｃ 71.4 64.6 75 70

⑨ 原町区栄町一丁目地内 主要地方道原町海老相馬線 ｃ 58.3 50.8 75 70

⑩ 原町区日の出町地内 国道６号 ｃ 69.2 60.4 75 70

要請限度（ｄB）等価騒音レベル（ｄB）
測定地点 道路名 地域区分

 
※昼間：６時～22時、夜間：22時～翌６時 

 

 

 




